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１．趣旨 

館山市では、人口減少など社会情勢の変化に対応した効率的な施設運営を実現す

るため、施設の有効活用と維持管理経費の最小化を図る取組（以下「公共施設マネ

ジメント」という。）として、指定管理者制度の導入などに取り組んでいます。  

公民連携による公共施設マネジメントをさらに推し進めるため、より自由な枠組

みで、民間事業者等が有する独自のノウハウや強みを活かした提案を受け付け、事

業化を検討する制度の運用に関し必要な事項を定めるものです。  

 

 

２．制度概要 

(1) 制度名称  

館山市公共施設マネジメント民間提案制度 

 

(2) 制度概要  

館山市公共施設マネジメント民間提案制度（以下「民間提案制度」という。）は、提

案受付期間と提案対象施設を公表した上で、民間事業者等から公共施設マネジ

メントに資する事業提案を求めます。公益性・独創性等を有する提案を選定し、

詳細協議によるブラッシュアップを経て合意に至った場合に、事業化しようと

する制度です。  

事業化にあたっては、独自のノウハウに基づいた提案内容を民間事業者等の

知的財産と捉え、当該事業者と随意契約を締結することを前提とします。  
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３．事業実施までの流れ 

    

民間提案制度　実施フロー図

民間事業者 館山市

提案募集（募集要項の公表）

提案書 資格審査

事前相談

提案審査（簡易プレゼン・ヒアリング）

事業選定審査結果

詳細協議
（事業化に向けた協議）

協議成立（随意契約・事業実施）

結果公表

（予算措置・議決）

協議不成立
（事業化断念）

合意不合意

可決

（支出を伴う場合）

否決
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４．提案の募集 

(1) 提案募集の方法  

提案を募集する際は、募集要項に受付期間・参加資格要件・募集内容の要件な

どを定めることとします。募集要項は、市ホームページ等で公表します。  

 

(2) 受付期間  

募集要項の公表から提案書の提出期限までは、事前相談期間も考慮し、２か

月程度設けます。  

 

 

５．事前相談 

(1) 事前相談  

事業者による提案内容の検討にあたって、事前相談期間を設定することとし

ます。なお、事前相談の有無は審査に影響しないものとします。  

 

(2) 現地確認  

未利用施設の活用を求める場合など、必要に応じて現地確認の機会を設ける

こととします。なお、運営中の施設を現地確認の対象とする場合は、施設運営

に支障のない範囲で行うこととします。  

 

(3) 申込方法  

募集要項において、別途定めます。  
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６．提案受付 

(1) 応募時の提出書類  

①  応募書類  

ア  誓約書・参加申込書  

イ  提案者概要書  

ウ  事業提案書  

②  提案者に関する書類  

ア  登記事項証明書（履歴事項全部証明書）  

  ※団体の場合は、規約・決算書など団体の概要がわかる書類  

イ  国税、都道府県税及び市区町村税納税証明書  

Ⅰ法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３）  

Ⅱ千葉県内に事業所を有する場合、県税の完納証明書（納税証明書その２） 

Ⅲ市税完納証明（館山市分）  

※「Ⅱ～Ⅲ」は館山市内に事業所を有する場合の例であり、館山市外に事業

所を有する場合は、事業所のある都道府県及び市区町村の完納証明書を提

出すること。  

ウ  財務諸表  

（「ア～イ」は、交付から３か月以内のもの。）  

 

※  その他提出書類は募集要項において、別途定めます。  

 

(2) 応募方法  

募集要項において、別途定めます。  

 

 

７．参加資格要件 

(1) 提案者の条件  

①  提案者は、提案内容を実行する意思と能力（資格）を有する民間企業、ＮＰ

Ｏ法人等の法人又はその他の団体（個人を除く）とします。なお、グループで

応募する場合には提案時に全構成員を明らかにし、各々の役割分担を明確にす

ることとします。  

②  提案者は、市やその他関係機関をはじめ、必要に応じて指定管理者や地元住

民との協議・調整が可能な能力を有し、事業化に向けた諸条件の変更など、関

係者と共に考え、柔軟な対応ができる者であることとします。  
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(2) 参加資格要件  

提案者（グループで応募する場合は全構成員）は、次の事項をすべて満たす必

要があります。  

①   地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定及び次のいずれにも該当し

ない者  

ア  募集開始の日から起算して、手形交換所による取引停止処分を受けてから

２年を経過しない者  

イ  募集開始の日から起算して、６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出し

た者  

ウ  会社更生法上の更生手続開始の申立て、募集開始の日までに同法に基づく

裁判所による更生手続開始決定がされていない者  

エ  民事再生法上の再生手続開始の申立て、募集開始の日までに同法に基づく

裁判所による再生手続開始決定がされていない者  

②  館山市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置を受け

ていない者  

③  館山市入札契約に係る暴力団対策措置要綱に定める暴力団排除措置要件に

該当しない者  

④  国税、都道府県税及び市区町村税の滞納がない者  

⑤  健康保険、厚生年金保険、雇用保険等の加入義務を遵守している者  

 

(3) 応募に関する留意事項  

 ①  費用負担  

応募に係る経費は、提案者の負担とします。  

 ②  提出書類の取扱い・著作権等  

ア  提出書類の著作権は提案者に帰属しますが、提出書類は返却しません。  

イ  市は、提案者の提出書類について提案審査以外で提案者に無断で使用しま

せん。また、第三者に情報を漏らしません。  

ウ  提案内容に含まれる特許権・実用新案権・意匠権・商標権等の日本国の法

に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法・工事材

料・施工方法・維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、提案者が負う

ものとします。  

エ  提案者が事業実施者となった場合、提出書類の著作権は市に帰属するもの

とします。  

 ③  法令等の遵守  

提案にあたっては、事前に提案者の責任において関係法令等を確認し、事業

実施時における法令適合のリスクは提案者に帰属することとします。  
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 ④  失格事項  

提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とします。  

ア  提出書類に虚偽の記載があった場合  

イ  審査の公平性に影響を与える行為をした場合  

ウ  契約締結までの間に (2)に定める参加資格要件を満たさなくなった場合  

 ⑤  その他  

応募にあたって必要な事項がある場合は、募集要項において別途定めること

とします。  

 

 

８．提案内容の要件 

(1) 対象とする提案  

市の公共施設マネジメントに貢献する事業を対象とし、次のすべてに該当す

るものとします。  

①  別に募集要項で定める、対象とする公共施設に関するものであること。  

②  交渉権者に選定された場合に、市との詳細協議を経て確実に実施できるもの

であること。  

③  原則として、市における新たな財政負担を伴わないものであること。ただし、

投資回収ができる根拠が示されるなど、市が新規に予算計上をすべきと判断し

たものについては、この限りではありません。  

(2) 対象外とする提案  

本制度は、民間事業者等の経験やノウハウに基づいた創意工夫を活かした提

案を求めることを趣旨としており、次に掲げるものは提案の対象外とします。  

①  単に現在の事業 (施設 )の廃止に関するもの  

②  市が導入済みの公民連携事業 (指定管理者制度など )について、単にその事業

実施者となろうとするもの  

③  既存の委託業務等を単に安価で受託しようとするもの  

④  市が直接実施している業務を単に受託しようとするもの  

 

(3) 提案内容の事業実施期間  

事業の実施期間は、原則として５年以内とし、市との詳細協議が合意に至っ

た期間とします。  

ただし、市の公共施設マネジメントや行財政運営に大きく貢献すると考えら

れる提案で、５年以上の事業実施期間が相当と判断される場合は、この限りで

はありません。  
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(4) 提案に関する資金調達・報酬  

提案者は、次に定める方法等により資金調達・報酬を得ることができるもの

としますが、詳細は募集要項において別途定めることとします。  

①  提案による光熱水費・保守費用等の削減相当額の範囲  

②  提案による広告料収入など  

③  提案により予算化した市歳出予算（サービス利用料など）  

④  提案に関する国・県等からの補助金など  

⑤  その他提案に関連して発生する収入  

 

(5) 提案に関する留意事項  

①  提案内容が、市の公共施設マネジメントに対してどのように、どの程度貢献

するのか、明確にすることとします。  

②  提案者は、提案事業の円滑な実施に向け、市内事業者の提案事業への参画を

促すよう努めるものとします。  

 

 

９．審査・選定 

(1) 参加資格審査  

①  応募時の提出書類を基に、参加資格及び提案内容の要件を満たしているか、

審査をします。  

②  ①の審査結果を提案者に通知します。また、要件を満たしていることが確認

された提案を有効提案とし、その提案者には提案審査の日程等を併せて通知し

ます。  

③  審査結果についての異議申し立ては、認めないものとします。  

 

(2) 提案審査  

①  提案審査会において、有効提案の提案者によるプレゼンテーション・質疑応

答を基に、審査を行います。  

②  審査の結果、事業化に向けた詳細協議を行うことが決定した提案を選定事業

とし、選定事業となった提案をした提案者を交渉権者とします。  

 

(3) 選定結果の通知・公表  

①  提案審査の結果は、提案者に対して文書で通知するとともに、市ホームペー

ジ等で公表します。公表する内容は次のとおりとします。  

ア  選定された提案：「選定事業名・交渉権者名」  

イ  選定されなかった提案：「提案事業名」  
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②  選定結果についての異議申し立ては、認めないものとします。  

 

 

10．提案審査会（民間提案制度審査会） 

(1) 委員構成・役割  

①  提案審査会は、市の公共施設マネジメントに貢献し、かつ、実現性の高い提

案であるか、後述の審査方法等に基づき審査し、選定事業を決定します。  

②  提案審査会の委員構成等は、館山市指名業者選定等審査会規程（昭和５６年

訓令第８号）第６条第１号を準用します。  

③  ②の委員のほか、必要に応じ外部有識者等を委員として加えることができ

るものとします。  

④  提案審査会は、必要に応じて詳細協議の状況報告を求めることができるも   

のとします。  

⑤  提案審査会は、詳細協議の結果を受け、随意契約の妥当性と合わせて承認・ 

非承認を決定します。  

 

 (2) 審査方法  

審査委員は、提案内容ごとに審査項目及び採点基準に基づき採点を行った上

で、各々「事業化に向けた詳細協議を行うべきか否か」について評価します。  

 

(3) 選定方法  

①  １次選定（絶対評価）  

「事業化に向けた詳細協議を行うべき」とした評価が、提案審査当日に参加

した審査委員総数の過半数を占めた提案を候補事業とします。  

②  競合提案の確認  

全ての提案審査が終了後、候補事業において事業内容が競合するか否かの

判定を行います。  

 ア  競合するものがない場合：１次選定結果をもって、選定事業とします。 

 イ  競合するものがある場合：２次選定を実施します。  

③  ２次選定（相対評価）  

評価項目の点数について、「審査委員全員の平均点」の得点上位の提案から

順位付けを行い、第一位のものを選定事業とします。  

  ※提案の選定にあたり、課題の整理又は課題の解決が必要と判断されたときは、

継続協議の決定をする場合があります。  

 

 

8



 

 

(4) 詳細協議結果の承認・非承認の決定  

提案審査会において詳細協議結果の承認を得るものとし、提案審査会の承認

が得られない場合には非承認とします。  

 

 

11．詳細協議 

(1) 詳細協議の概要  

①  市と交渉権者は、提案内容を基に事業化に向け、協力して枠組みを整備しま

す。  

②  提案の事業化に関して必要がある場合は、別に対象施設の施設管理者、指定

管理者等を協議に加え、事業実施に向けた調整を行います。  

③  市と交渉権者は、事業化に向けて必要がある場合は、市民や関係団体との協

議・調整を行います。  

④  詳細協議の結果は、提案審査会の承認をもって合意・協議成立とします。た

だし、新たな財政支出を伴う提案は、提案審査会の承認後、市議会による予算

案の可決をもって協議成立とします。  

⑤  詳細協議の期間は、原則として、選定事業となってから最大で１２か月とし

ます。ただし、市が必要と判断した場合は、協議を継続する場合があります。 

 

(2) 詳細協議における留意事項  

①  協議は、原則として交渉権者が提案した範囲内で行うものとし、費用は交渉

権者の負担とします。  

②  協議の結果は、市ホームページ等で公表します。公表する内容は次のとおり

とします。  

ア  合意に至ったもの：  

「選定事業名・交渉権者名・事業内容」  

イ  合意に至らなかったもの：  

「選定事業名・交渉権者名」  

③  本制度は、解除条件付きの制度であり、交渉権者との協議が合意に至った場

合においても、予算案等が市議会で可決されないなどの事由により、事業化さ

れない場合があります。  

④  ③の場合において、事業化することができなくなった事由が解消した場合は、

市と交渉権者と協議の上、改めて事業化を図ることができるものとします。   
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12．随意契約・事業実施 

(1) 随意契約の締結  

市と事業実施者は、協議成立後に選定事業の随意契約を締結します。  

 

(2) 契約の時期  

  市と交渉権者は、次に定める時点において随意契約を締結します。  

①  新たな財政支出を伴わないもの：提案審査会の承認後  

②  新たな財政支出を伴うもの：市議会による予算案の可決後  

 

(3) 事業実施  

事業実施者は、契約締結後、責任をもって事業を履行することとします。  

 

 

13．その他 

この運用指針に定めるもののほか、民間提案制度に関し必要な事項は、募集要

項等で定めるものとします。  
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